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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 7月 23日 (2004.7.23)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 映 像 情 報 を 含 む 情 報 を 記 録 す る 複 数 の 記 録 ド ラ イ ブ と 、
　 録 画 の 予 約 が 行 わ れ る と 、 予 約 録 画 タ ス ク の 起 動 時 に 前 記 複 数 の 記 録 ド ラ イ ブ の 中 の 記
録 先 ド ラ イ ブ が 、 他 の タ ス ク に よ り ア ク セ ス さ れ て い る か 判 断 す る 判 断 手 段 と 、
　

　
、 前 記 記 録 先 ド ラ イ ブ に ア ク セ ス し て い る 前 記 他 の タ ス ク を 停 止 さ せ 、 前

記 録 画 先 ド ラ イ ブ を 前 記 予 約 録 画 タ ス ク に よ る 録 画 可 能 状 態 と す る 停 止 処 理 手 段 と 、
を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 録 画 再 生 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　

【 請 求 項 ３ 】
　

【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　  【 ０ ０ ０ ８ 】 　
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 本 発 明 の 記 録 再 生 装 置 は 、 映 像 情 報 を 含 む 情 報 を 記 録 す る 複 数 の 記 録 ド ラ イ ブ と 、 録 画
の 予 約 が 行 わ れ る と 、 予 約 録 画 タ ス ク の 起 動 時 に 前 記 複 数 の 記 録 ド ラ イ ブ の 中 の 記 録 先 ド
ラ イ ブ が 、 他 の タ ス ク に よ り ア ク セ ス さ れ て い る か 判 断 す る 判 断 手 段 と 、 前 記 録 画 先 ド ラ

前 記 録 画 先 ド ラ イ ブ が 、 前 記 他 の タ ス ク に よ り ア ク セ ス さ れ て い る と 前 記 判 断 手 段 が 判
断 し た 場 合 、 前 記 記 録 先 ド ラ イ ブ を 同 時 ア ク セ ス し て リ ア ル タ イ ム で の 録 画 が 可 能 か を 判
定 す る 判 定 手 段 、

前 記 記 録 先 ド ラ イ ブ を 同 時 ア ク セ ス し て リ ア ル タ イ ム で の 録 画 が 不 可 能 と 前 記 判 定 手 段
が 判 定 し た 場 合

前 記 停 止 処 理 手 段 は 、 記 録 先 ド ラ イ ブ を 現 在 使 用 し て い る 前 記 他 の タ ス ク を 一 時 停 止 さ
せ る 手 段 を 有 し 、 該 録 画 再 生 装 置 は 予 約 録 画 終 了 後 、 前 記 他 の タ ス ク を 再 開 さ せ る 手 段 を
更 に 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 録 画 再 生 装 置 。

前 記 停 止 処 理 手 段 は 、 現 在 記 録 先 ド ラ イ ブ を 使 用 し て い る 前 記 他 の タ ス ク を 強 制 終 了 さ
せ る 手 段 を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 録 画 再 生 装 置 。



イ ブ が 、 前 記 他 の タ ス ク に よ り ア ク セ ス さ れ て い る と 前 記 判 断 手 段 が 判 断 し た 場 合 、 前 記
記 録 先 ド ラ イ ブ を 同 時 ア ク セ ス し て リ ア ル タ イ ム で の 録 画 が 可 能 か を 判 定 す る 判 定 手 段 、
前 記 記 録 先 ド ラ イ ブ を 同 時 ア ク セ ス し て リ ア ル タ イ ム で の 録 画 が 不 可 能 と 前 記 判 定 手 段 が
判 定 し た 場 合 、 前 記 記 録 先 ド ラ イ ブ に ア ク セ ス し て い る 前 記 他 の タ ス ク を 停 止 さ せ 、 前 記
録 画 先 ド ラ イ ブ を 前 記 予 約 録 画 タ ス ク に よ る 録 画 可 能 状 態 と す る 停 止 処 理 手 段 と を 具 備 す
る 。

(2) JP 2002-152640 A5 2005.5.26


	header
	written-amendment

